
 

都市公園における保育所占用許可基準 

 

（目的） 

第１条 本基準は、都市公園法（昭和 31年４月 20日法律第 79号。以下「法」という。）

第６条の規定に基づき、大阪市が管理する都市公園（以下「公園」という。）内にお

いて、都市公園法施行令（以下「令」という。）第 12条第３項第１号に規定する施設

の内、保育所の占用を許可する場合の許可基準その他必要となる事項を定めることを

目的とする。 

 

（用語の定義) 

第２条 本基準において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号の定める

ところによる。 

（１）占用協議者 保育に関する事務事業の遂行にあたって、公園内への保育所設置が

必要であると判断し、設置事業者を公募することのほか、公園管理者に対して

占用についての事前協議その他必要となる手続き等を行う本市保育事業所管

局長をいう。 

（２）占用者 占用協議者が、公募により選定した保育所設置事業者で、当該施設によ 

り公園内を占用する者をいう。 

 

（保育所の占用) 

第３条 公園における保育所の占用は、令第 15条及び第 16条で定める技術的基準に適

合するものであるほか、次の各号に定める場合に限り、許可を与えることができるも

のとする。 

（１）待機児童の状況や中長期的な保育ニーズ等から、占用協議者において保育所の新

たな設置が必要であると判断し、当該施設の設置場所として公園以外に適地がない

こと及び公衆の公園利用に著しい支障を及ぼさないと公園管理者が認められるも

のであること 

（２）総定員数などから、公園を占用する保育所（園庭及び車両置場等運営に必要とな

る部分をすべて含む。）の面積が必要最小限であること 

（３）保育所を公園の広場に整備する場合にあっては、日常の利用状況等を考慮のうえ、

外部からの公園内の視認性を確保し、かつ占用許可を受ける範囲が原則として、公

園の外周に位置する道路部分に接するよう整備すること 

（４）公園施設である建築物内に保育所を整備する場合にあっては、当該建築物の日常

の利用状況等に与える影響が最小限となるよう、必要に応じて保育所専用の出入

口を当該建築物内に新たに設置する等、施設の運営維持管理のため必要な対策を

講じ、かつ占用許可を受ける範囲が原則として、公園の外周に位置する道路部分に

接するよう整備すること 

（５）保育所に必要となる電気、ガス、水道及び排水設備等は、原則として、既存の公



 

園施設から分岐することなく単独経路で設置し、また、電気、ガス、水道等の計量

器は、保育所敷地内に設置すること 

 

（占用にかかる工事等の実施及び費用負担） 

第４条 占用者は、保育所の設置にあたって、予め作成した工事計画を公園管理者と協

議のうえ策定し、占用者の負担において次の各号に定める事項を実施しなければなら

ない。 

（１）保育所の工事計画策定時、やむを得ず既存の公園施設（令第５条に定めるもの）

の移設、移植、撤去等が必要となる場合は、当該必要な措置を実施すること 

（２）保育所の工事計画策定時、または建築工事に伴い、地中障害物や土壌汚染が発見

された場合は、撤去、土壌汚染対策等の必要な措置を実施すること 

 

（許可の更新） 

第５条 許可期間は、大阪市公園条例施行規則第 15 条第 2 号アに規定する期間を上限 

とするが、占用者が許可期間終了後も継続して占用を希望し、かつ占用協議者が待機

児童の状況や中長期的な保育ニーズ等から必要であると判断する場合は、更新する

ことを妨げない。 

 

（通算許可期間） 

第６条 前条により許可を更新した場合の通算許可期間（建設・撤去期間を除く）は、 

保育所が設置されたときから通算して、原則「補助事業等により取得し、又は効用の

増加した財産の処分制限期間（平成 20年厚生労働省告示第 384号）（以下「告示」と

いう。）」に定める木造の耐用年数となる 22 年を限度とする。ただし、許可対象とな

る公園が防火地域に位置し、耐火建築物での建築が必要であるなどの特別な事情があ

る場合は、公園管理者と協議のうえ、告示で定める金属造（4mm厚超）の耐用年数と

なる 34年に延長することができるものとする。 

  

（法令の遵守） 

第７条 占用者は、公園内に保育所を設置するにあたって、都市公園関連法令のほか、

児童福祉法、建築基準法その他の関係法令を遵守すること。 

 

（占用協議者との協定書締結) 

第８条 占用協議者は、事業対象の候補となる公園を選定し、事前協議のうえ公園管理

者の同意を得て、本基準により事業を確実かつ円滑に運営するため、占用者の公募に

先立ち、公園管理者と協定書を公園ごとに締結するものとする。 

  

附 則 

この基準は、平成 30年９月３日より実施する。 


